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  　　告訴・告発センター運営要領の制定について（通達乙） 

　告訴及び告発の組織的な管理並びに迅速かつ的確な対応を図るための告訴・告

発センターの運営に関し、「告訴・告発センター運営要領」を定め、令和８年１

月１日から運用することとしたので、誤りのないようにされたい。 



別添 

告訴・告発センター運営要領 

第１　目的 

県本部及び署において、それぞれ告訴及び告発（以下「告訴等」という。）

の相談・申出について対応する専門の窓口を設置し、告訴等の相談・申出の

聴取、受理・不受理の判断及び担当所属の決定、告訴等受理時の捜査が組織

 的な管理のもと、迅速・的確になされる体制を構築することを目的とする。

第２　体制 

１　県本部 

(1)  告訴・告発センター長 

ア　告訴・告発センター長（以下「センター長」という。）は、刑事企画

課次長（第一）をもって充てる。 

イ　センター長は、県本部の告訴・告発センター（以下「本部センター」

という。）の事務に関する総合調整を行うものとする。 

(2)  告訴・告発副センター長 

ア　告訴・告発副センター長（以下「副センター長」という。）は、刑事

企画指導官をもって充てる。 

イ　副センター長は、センター長の命を受け、告訴等に関する事務の取扱

い全般を管理するとともに、必要に応じて(3)の本部対応担当者又は捜

査第二課告訴専門官と共同して、告訴等の相談又は申出に対応するもの

とする。 

(3)　本部対応担当者 

ア　本部センターに本部対応担当者を置き、県本部事件担当課の警部をも

って充てる。ただし、捜査第二課にあっては、告訴専門官をもって充て

るものとする。 

イ　本部対応担当者は、告訴等の相談又は申出に対応するとともに、部下

職員等を指示、指導するものとする。 

２　署 

(1)  署告訴・告発センターの設置 

署に署告訴・告発センター（以下「署センター」という。）を置く。 

(2)　署対応担当責任者 

ア　署センターに署対応担当責任者（以下「署対応責任者」という。）を

置き、高知署、高知南署、高知東署及び南国署にあっては刑事官を、そ

の他の署にあっては副署長又は次長をもって充てる。 

イ　署対応責任者は、署センターにおいて受理した告訴等の事務に関する



総合調整を行うほか、必要に応じて(3)の署対応担当者と共同して、署

における告訴等の相談又は申出に対応するものとする。 

(3)　署対応担当者 

ア　署センターに署対応担当者を置き、次に掲げる者をもって充てる。 

(ｱ)　高知署、高知南署、高知東署及び南国署 

刑事（第一、第二）課長、生活安全課長、交通課長及び警備課長 

(ｲ)　(ｱ)以外の署 

刑事生活安全課長、交通課長及び警備課長 

イ　署対応担当者は、署における告訴等の相談又は申出に対応するものと

する。 

(4)  署対応担当補助者 

ア　署対応担当者を補助する者として署対応担当補助者（以下「補助者」

という。）を指定することができる。この場合において、補助者は、署

対応責任者が指名する者をもって充てるものとする。 

イ　補助者は、署対応責任者及び署対応担当者が不在その他の理由により

告訴等の相談又は申出に対応できない場合に、これを取り扱うことがで

きるものとする。この場合において、補助者は、署対応担当者に速やか

に告訴等の相談又は申出の対応状況等について報告するものとする。 

第３　本部センターの事務 

１　告訴等の受理 

(1)　相談又は申出の対応 

本部センターは、県本部に対して告訴等の相談又は申出があったときに

は、次に掲げる告訴等要件について確認をするとともに必要に応じて県本

部事件担当課の意見を踏まえ、当該告訴等の受理の可否について判断する

ものとする。 

ア　告訴しようとする者に告訴権があるか 

イ　公訴時効が完成していないか 

ウ　親告罪については、告訴期間を経過したものでないか 

エ　親告罪については、告訴取消後の再告訴でないか 

オ　告訴等に係る事実が明らかに犯罪を構成しないものでないか 

カ　告訴人及び告発人（以下「告訴人等」という。）に、被告訴人及び被

告発人（以下「被告訴人等」という。）の処罰を求める意思があるか 

(2)　受理の可否についての判断に伴う措置 

本部センターは、(1)に掲げる告訴等要件の適否に疑義がある場合、受

理の可否について判断に検討を要する場合等には、書面による告訴等にあ



っては同書面の写しに「検討用資料として提出する」旨を明らかにさせて

提出を受けるものとし、口頭による告訴等にあっては検討の必要性につい

ての説明を行うものとする。また、いずれの場合においても、併せて捜査

上参考となる資料を含め必要な疎明資料の提出を求めるなど告訴人等の理

解と協力を得るよう努めるものとする。 

(3)　処理経過の記録         

本部センターは、告訴等の相談又は申出の対応、受理の可否の判断等に

ついて、別記第１号様式の告訴・告発相談簿（以下「告訴・告発相談簿」

という。）及び別記第２号様式の告訴・告発相談処理経過簿（以下「告訴

・告発相談処理経過簿」という。）に必要事項を記載し、その処理経過を

明らかにしておかなければならない。 

(4)　署センターへの引継ぎ 

本部センターは、告訴等を受理したときは、別記第３号様式の告訴・告

発受理報告書（以下「告訴・告発受理報告書」という。）を作成し、その

告訴等を処理すべき署を決定した上、県本部事件担当課を経由して、当該

署の署センターに引き継ぐものとする。 

２　署センターに対する受理の可否についての意見 

本部センターは、署センターから告訴等の受理の可否について擬律判断に

専門的知識を要し、判断が難しいとして、県本部事件担当課を経由して報告

を受けたときには、署センターが受理の可否について適切に判断できるよう

必要な意見を述べるものとする。 

３　進捗状況の管理 

本部センターは、県本部事件担当課を経由して、署センターにおける告訴

等の相談、受理、捜査状況等について報告を受け、県本部事件担当課を通じ

て、署センターに対する未処理事件の解消等に必要な一般的指示・指導を行

うものとする。 

第４　県本部事件担当課の事務 

１　受理の可否についての意見 

県本部事件担当課は、本部センター及び署センターが取り扱う告訴等につ

いて、擬律判断に専門的知識を要し受理の可否の判断が難しいとして意見を

求められたときには、本部センター及び署センターが受理の可否について適

切に判断できるよう必要な意見を述べるものとする。 

２　本部センターへの報告等 

(1)　本部センターへの報告 

県本部事件担当課は、署センターから報告を受けた告訴等の相談、受理、



捜査状況等を本部センターに報告するものとする。 

(2)　署センターへの引継ぎ等 

県本部事件担当課は、本部センターが受理した告訴等について、これを

処理すべき署センターに引き継ぐものとする。 

なお、引継ぎの過程において、県本部事件担当課が直接当該告訴・告発

事件を処理すべきであると判断したときは、署センターに引き継ぐことな

く、県本部事件担当課において直接処理することを妨げない。 

(3)　署事件担当課に対する事件指導等 

県本部事件担当課は、署事件担当課が取り扱う告訴等の処理方針及び事

件捜査について、署センターを通じて、又は直接指導するものとする。ま

た、署事件担当課が取り扱う告訴等について、未処理事件が多く早期に処

理する必要があると認められる場合、事件が複雑で多くの人員を要すると

認められる場合等は、当該署に捜査員を応援派遣するなどして署事件担当

課とともに事件捜査に当たるものとする。 

なお、県本部事件担当課は、告訴・告発事件の発生地が２以上の署の管

轄区域に及ぶとき又は特段の事情があるときは、当該関係所属の調整を行

うことができる。 

第５　署センターの事務 

１　告訴等の受理 

(1)  署センターは、告訴等の相談又は申出があったときには、告訴等要件を

確認するなどした上、受理の可否について判断し、当該判断に至った経緯

や処理経過等を告訴・告発相談簿及び告訴・告発相談処理経過簿に記録す

るものとする。この場合において、擬律判断に専門的知識を要し、告訴等

の受理の可否の判断が難しいものについては、その都度、県本部事件担当

課を経由して本部センターに報告し、本部センターの意見を踏まえて受理

の可否を判断するものとする。 

(2)　署センターは、告訴等を受理したときは、告訴・告発受理報告書を作成

するものとする。 

２　受理の可否についての判断に伴う措置等に関する準用 

第３の１(2)及び(3)に定める事項は、署センターにおける受理の可否につ

いての判断に伴う措置及び処理経過の記録について準用する。この場合にお

いて、「本部センター」とあるのは「署センター」と読み替えるものとする。 

３　進捗状況の管理 

署センターは、自署において取り扱う告訴等の相談、受理、捜査状況等を

把握し、その状況を県本部事件担当課を経由して本部センターに報告するも



のとする。　　　　　  

第６　署事件担当課の事務 

１　事件処理 

署事件担当課は、署センターが受理し、又は本部センターから署センター

を経由して引継ぎを受けた告訴等について、事件処理を行うものとする。 

２　告訴等事件の移送 

署事件担当課は、告訴等事件を移送しようとするときは、署センターを経

由して県本部事件担当課に報告するものとする。 

３　県本部事件担当課への報告 

署事件担当課は、自署における告訴等の相談、受理、捜査状況等について

別記第４号様式の告訴等相談・事件処理経過報告書、別記第５号様式の告訴

・告発相談の受理及び対応報告書及び別記第６号様式の告訴・告発事件の受

理及び処理報告書を作成した上、署センターを経由して県本部事件担当課に

報告するものとする。 

 

 （別記様式省略）

 

 

 

 

 

 


